
道路基準点保全要綱 

 

昭和 54年 7月制定 

平成 29年 4月改訂 

  

（趣旨） 

第 1 条 本要綱は、測量法（昭和 24 年法律第 188 号）に基づき、大阪市が主として道

路法（昭和 27 年法律第 180 号）に規定する認定道路（建設局において維持管理してい

る道路のうち、道路基準点保全工区に指定した区域および、都市整備局において土地区

画整理等の事業で道路の管理を行っている区域をいう。）、都市計画道路の区域ならびに

境界を明示するため、道路上に設置した道路基準点（以下「基準点」という。）の保全

に関して必要な事項を定める。また、作業方法、作業基準、様式、構造等の詳細につい

ては、道路基準点の保全作業基準（以下「保全作業基準」という。）によるものとする。 

 なお、公共基準点と兼ねる道路基準点については、大阪市公共基準点管理保全要綱を

適用する。 

  

（基準点の異常の連絡） 

第 2 条 道路に関する工事を施工する者、その他道路管理の業務に従事している者は、

基準点に破損、亡失等異常を発見した時は直ちに建設局総務部測量明示課（以下「測量

明示課」という。）に連絡しなければならない。 

  

（工事施工の届出） 

第 3 条 次に該当する工事を施工しようとする者（以下「工事施工者」という。）は、

あらかじめ工事施工届に第 5 条の引照点の設置に関する測量の成果を添えて測量明示

課に届出なければならない。 

(1)  基準点が工事に支障となるため、基準点を一時撤去しなければならない工事 

(2)  工事掘削床面から 45度の仰角で基準点側へ影響線を引いたとき、基準点がその線

の内側にくる工事 

(3)  前号によるもののほか、基準点の効用に害を及ぼすおそれのある工事 

2．道路管理者が実施する工事については、前項の届出に代えて大阪市基準点付近での

工事施工協議書により測量明示課と協議するものとする。 

  

（工事期間中における処置及び工期延期と中止） 

第 4条 工事施工者は、基準点の効用確保に協力するものとし、工事期間中に測量明示

課の業務で必要となった基準点の機能回復について指示があったときは、その指示に従



い速やかに機能回復を行なわなければならない。 

2 工事の中止及び延期を行う場合は、速やかに大阪市基準点付近での工事施工届変更

通知により測量明示課に報告しなければならない。 

  

（引照点の設置） 

第 5条 工事施工者は、第 3条第 1項各号の工事施工に先立ち、基準点の効用確認また

は、機能回復のための引照測量を行い、引照点を設置しなければならない。なお、測量

明示課が特定した保全工区については測量明示課の指示により引照測量を省略するこ

とができる。 

  

（効用確認） 

第 6条 工事施工者は第 3条の工事を完了したときは、基準点の効用に害を及ぼさなか

ったか否かについて、保全作業基準により確認しなければならない。 

  

（機能回復及び移転） 

第 7条 工事施工者は、第 3条の工事により基準点を一時撤去したとき又は、き損のた

め基準点の効用を害したときは、工事完了後、保全作業基準により機能回復しなければ

ならない。 

2．前項の場合において基準点の機能回復が困難となったとき又は、測量明示課が基準

点の移転を必要と認めた場合は、工事施工者は測量明示課の指示に基づき、基準点の移

転を行わなければならない。 

  

（工事完了の届出） 

第 8 条 工事施工者は、工事完了後速やかに第 6 条及び第 7 条に関する測量を実施し、

工事が完了したことを測量明示課へ届出なければならない。 

  

（測量施工者の選定） 

第 9 条 工事施工者は、第 5 条から第 7 条に関する測量を実施する際は、測量法第 48

条に定める測量士又は測量士補の資格を持つ者に施工させなければならない。 

  

（費用の負担） 

第 10 条 第 3 条から第 8 条に係わる全てに要する費用は工事施工者が負担しなければ

ならない。 

  

（その他） 

第 11 条 この要綱により難い場合又は、この要綱に定めのない事項についての取り扱



いは、その都度建設局長が定めるものとする。 

  

付則 

1．本要綱は昭和 54年 7月から施行する。 

2．土地区画整理等の事業で道路の管理を行っている区域については、第 3 条の測量明

示課を都市整備局企画部と読み替えるものとし、第 5 条から第 10 条までの規程は適用

しない。 

3．本要綱は昭和 63年 6月から施行する。 

4．本要綱は平成 6年 9月から施行する。 

5．本要綱は平成 14年 4月から施行する。 

6．本要綱は平成 21年 2月から施行する。 

7．本要綱は平成 25年 10月から施行する。 

8．本要綱は平成 29年 4月から施行する。 

 

 

 

道路基準点の保全作業基準 

 

 

（引照点の設置） 

1．引照点の設置（多角点）においては、掘削、路面復旧等の工事に影響のない場所に

設置し、基準点の効用確認、機能回復後、測量明示課の検査が完了するまで保全するこ

と。 

  

（効用確認） 

2．基準点の効用確認は、工事着手前の引照測量の成果と工事完了後における観測数値

との対比によるものとし、合否の判定は別表 1によるものとする。 

  

（機能回復） 

3．基準点の機能回復は、原則として引照測量によるものとするが、次の場合には測量

明示課の指示で多角測量を実施しなければならない。 

（1）付近に適当な引照点の設置が困難な場合 

（2）工事が長期にわたるため引照点の保全が困難な場合 

（3）隣接する複数の基準点が保全対象となる場合 

（4）前号によるもののほか、多角測量が必要と認める場合 



  

（使用する機器） 

4．観測に使用する機器は、次表に掲げるもの又はこれと同等以上のものとする。 

（1）鋼巻尺             JIS 1級 

（2）トータルステーション    2級以上 

 なお、観測に使用する機器は、国土交通省公共測量作業規程の測量機器検定基準を満

たすものとし、トータルステーションについては、第三者検定機関による検定を受けた

ものとする。なお、これにより難い場合は、測量明示課の指示を受けるものとする。 

  

（測量の制限） 

5．測量の制限は別表 1及び別表 2のとおりとする。 

  

（道路基準点の設置仕様） 

6．基準点の設置仕様は、別図 1及び別図 2によるものとする。 

  

（成果報告） 

7．工事施工届（様式－1）及び工事完了届（様式－2）に添付する測量成果等の報告図

書は次のとおりとする。 

（1）位置図、工区図 

（2）点の記・道路基準点比較図（様式－3参照）、道路基準点引照点・点の記（工事施

工届提出時、様式－4参照） 

（3）トラバー計算書（多角測量実施の場合）、点検計算書、精度管理図 

（4）点の記  （工事完了届提出時、様式－5参照） 

（5）基準点埋設写真 

（6）その他 
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別表－１   

引 照 測 量 制 限 表 

 

項  目                   測 量 方 法      引  照  測  量 

選 

 

 

 

点 

引      照      点 

▲ 原則として他の接続する基準点との線上に選点す

る。 

▲ 各点間距離及び各内角の観測（引照点及び基準点間） 

▲ 引照点の点の記（１方向２点、３方向以上） 

角 

 

 

 

度 

水平角観測 

対 回 数           ２ 

水 平 目 盛 位 置           ０° ,  ９０° 

鉛直角観測 対 回 数           １ 

水平角観測 

倍 角 差           ３０″ 

観 測 差           ２０″ 

距 

 

 

 

離 

トータルス

テーション 
セ ッ ト 数           ２ 

鋼  巻  尺 セ ッ ト 数           １（２読定） 

トータルス

テーション 

１ｾｯﾄ内の測定値の較差 １０mm 

各ｾｯﾄ内の平均値の較差 ５mm 

鋼  巻  尺 

２ 読 定 の 較 差           ３mm 

往 復 測 定 の 較 差           Ｄ／5,000（但し１５ｍ以下は３mm）                                  

効 用 確 認 ・ 復 元 

 

合 否 判 定 値           

角  度 距離の制限に影響を与えない範囲 

距  離 ±１０mm 

                                                                            D = 測定距離(m) 

 

なお、許容範囲を超えた場合は、必要な再測量を行うか、測量明示課の指示を受けるものとする。 



 

別表－２   

多  角  測  量  制  限  表 

 

項  目                   保全工区 
特定保全工区 

（引照不要工区） 
保全工区 

選 

 

 

 

点 

  多       角       点 

▲ 原則として既設基準点

及び多角点による結合

多角、単路線とする。 

▲ 多角点から基準点まで

の距離は、20.0m 以内と

する。 

▲ 原則として、既設基準点

及び多角点による閉合

多角網とする。 

▲ 多角点から基準点まで

の距離は、20.0m 以内と

する。 

角 

 

 

 

度 

水平角観測 

対 回 数           ２ ２ 

水 平 目 盛 位 置           ０° ,  ９０° ０° ,  ９０° 

鉛直角観測 対 回 数           １ １ 

水平角観測 

倍 角 差           ３０″ ３０″ 

観 測 差           ２０″ ２０″ 

鉛直角観測 高 度 定 数 較 差           ― ６０″ 

距 

 

 

 

離 

トータルス

テーション 
セ ッ ト 数           ２ ２ 

鋼  巻  尺 セ ッ ト 数           １（２読定） １（２読定） 

トータルス

テーション 

１ｾｯﾄ内の測定値の較差 １０mm 

各ｾｯﾄ内の平均値の較差 ５mm 

鋼  巻  尺 

２ 読 定 の 較 差           ３mm 

往 復 測 定 の 較 差           Ｄ／5,000（但し１５ｍ以下は３mm）                                  

計

算

制

限 

方 向 角 の 閉 合 差                   15″+ 20″√ｎ     20″√ｎ     

座 標 の 閉 合 差 ( 比 )                 2.0cm＋4.5cmΣS√Ｎ １／20,000 

効 用 確 認 ・復 元 

 

合 否 判 定 値           

角  度 距離の制限に影響を与えない範囲 

距  離 ±１０mm 

                               D = 測定距離(m)    ｎ＝測角数   ΣS=路線長(Km)    Ｎ＝辺数 

 

なお、許容範囲を超えた場合は、必要な再測量を行うか、測量明示課の指示を受けるものとする。 

 



号

年 月 日

１

２

３

４

５

部門監理
主　　任

主　　任

測量業者（測量者）

建設局 総務部 測量明示課

受　付　　　第　　 　　　　　　　号

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

日年

係　　長

　　　工事前協議番号

月

備　　　　　　　考

復 元 予 定 者

添　付　図　書

調　整　番　号

〇 位 置 図      〇 工 区 図      〇 平 面 図      〇 測 量 図

工　 事　 施　 工　 届
月

保 全 工 区 名

住 所

氏 名

基 準 点 番 号

年

工 事 監 督 者

（様式－１）

係　　員

　　　道路基準点の付近における工事（道路基準点保全要綱第３条第１項）の施工について届出します。

工　事　名　称

工　事　期　間 まで

日

工　事　場　所

　　 大阪市基準点管理者　様

から

課　　長

届出書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに報告すること。

工事期間中に本市の業務で必要となった場合、速やかに道路基準点の
機能回復等を行うこと。

工事が竣工した時は、速やかに工事完了届に本市が指定する測量成果
を添えて提出すること。

その他、関係法令を遵守すること。

測量明示課押印欄

道路基準点等に何らかの異常が生じた場合は、速やかに連絡すること。

（ 施 工 条 件 ）

TEL

TEL



年 月 日

基 準 点 番 号

年

課　　長

日

住 所

測量明示課押印欄（ 備 考 ）

工　 事　 完　了　届

（様式－２）

係　　員

　　 大阪市基準点管理者　様

まで

工　事　場　所

から

　　受付　　　　　 年度 　第 　　　　　　　　　号

工　事　名　称

月

保 全 工 区 名

月工　事　期　間

氏 名

復 元 予 定 者

添　付　図　書

調　整　番　号

〇 位 置 図      〇 工 区 図      〇 平 面 図      〇 測 量 図

　　　　　　　年　　月　　日付届出の道路基準点の付近における工事（道路基準点保全要綱第３条第１項）
　　の完了について届出します。

TEL

建設局 総務部 測量明示課

受　付　　　第　　 　　　　　　　号

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

日年

係　　長
部門監理
主　　任

主　　任



様式－３ 

発注番号 No.     測量業者（測量者）名  

 引照 ・ 標確認          年     月     日 復元 ・ 効用確認         年     月     日 

 ＜ 保全工区番号 ＞         ＜ 保 全 工 区 名 ＞   ＜ 基 準 点 番 号 ＞  点 検 

  
  

                                   点  の  記  比  較  図 

 

                                道  路  基  準  点  比  較  図 

 

備考 （      ） 引  照  時 

＜    ＞ 復元・効用時 

 計 測 不 能 

 



 

 様式－４ 

   道路基準点引照点・点の記    影響点点番号    発注番号  No. 

 

 



年 月 日

様式－５

作成日

工区名



第　　　　　　　 号

年 月

様

年 月 日 まで

計 点

担当者

　　大阪市建設局総務部測量明示課長

工事施工届
受 付 番 号

調 整 番 号

工 事 名 称

工 事 場 所

保全協議番号

号　（　　　　　年　　月　　日受付）

　　　　大阪市道路基準点の機能回復について、次のとおり指示します。

氏　　名

保全工区名

（様式－６）

大 阪 市 道 路 基 準 点 機 能 回 復 指 示 書

日

添 付 書 類
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

基準点番号

□位置図

施 工 者

住　　所

機能回復期限

　　年度　受付 第　



年

□

□

令和 年 月 日 から

点

部署名

設計者名

電話番号 　　-　　　　　-　　　　

令和

部署名

監督者名

電話番号

添 付 書 類

年

　　□位置図　　　□平面図　　　□保全工区図　　　□その他(　　　　　　　　　　　　　　）

協議に対する回答

令和

令和　　　年　　　月　　　日 受付　　第　　　　　　　号

設　計　者 監　督　者

計

係　　長
部門監理
主　　任

主　　任 係　　員

基 準 点 番 号

工 事 期 間 まで日

工 事 場 所

月

総務部　測量明示課長　　様

　　-　　　　　-　　　　

様式－7

大 阪 市 基 準 点 付 近 で の 工 事 施 工 協 議 書

日

工 事 名 称

道路基準点保全要綱第３条２項の規定に基づき、以下の通り協議します。

大阪市公共基準点管理保全要綱第７条の規定に基づき、以下の通り協議します。

月

保 全 工 区 名



様式－８

年

( ) －

令和 年度 第 号

名称

担当者 連絡先　（　　　　　）　　　　　　－

令和 年 月 令和 月

□ 工期延期

□ 工事中止 令和 月

※本通知書をFAXで報告する場合は、宛先名に必ず「測量明示課基準点保全班宛」と明記の上
送信してください。

日日から

変 更 理 由

※ 工事施工届の内容に変更（工期延期・工事中止）があった場合は、速やかに本通知書でもっ
て必ず報告してください。

令和　　　　年度

第　　　　　　　号

　　（FAX　06‐6615‐6578　　　TEL　06‐6615‐7158，7164）

工 事 期 間 まで

工事施工者
（又は監督）
（届出者と同は

記入不要）

　　 大阪市基準点管理者　様

日

電     話

住 所

工事施工届
受 付 番 号

届 出 者

大阪市基準点の付近における

工事施工届について変更を通知します。

担 当 者

受付　　令和　　　年　　　月　　　日

年

工 事 名 称

工 事 場 所

大阪市基準点付近での工事施工届変更通知

氏 名

調 整 番 号



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      道路基準点標柱石の特記仕様については 

                                             土木工事共通仕様書＜Ⅱ-2-13-5 石材(花崗石)＞ 

              を参照のこと。 
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